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　弊法律事務所は、米国内で多数の名立たる一流

日系企業のクライアント様から信頼をいただいて

おり、弁護士として、日系企業様の訴訟、契約、会社

法、不動産、M&A、債権回収、雇用法等に尽力して

おります。クライアント様には総合的なビジネス法

務サービスをご提供しており、経験豊富なビジネス

法務サービスと確かな結果をリーズナブルに提供

させて頂いております。日本語でクライアント様の

お役に立てるバイリンガルなチームも常在しており

ます。  

　43年間のビジネス法の経験をもとに、訴訟にも

数多く成功しており、幅広い経験と必勝法の提供に

関しては安心の定評があります。複雑なビジネス訴

訟、集団訴訟、裁判と仲裁で勝訴しています。米国

連邦最高裁判所認定弁護士も在籍しております。弊

健　康

北川＆イベート法律事務所　
日系企業の為の米国ビジネス法務サービス

事 務 所 の 勝

訴 の 様 子 は

Wall Street 

J o u r n a l 、 

C h i c a g o 

T r i b u n e 、 

LA Times、 

J a p a n 

T i m e s など

の 各 名 誌 に

て紹介されました。

・サービス分野 https://japanuslaw.com/ja/about/

・主なクライアントhttps://japanuslaw.com/ja/clients/

　北川弁護士は東京大学で研修後、京都大学法学修士と

して卒業しました（アメリカ人弁護士卒業生は4人のみで
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記 :  北川＆イベート法律事務所
北川　リサ　美智子

す）。複数州の弁護士資格（カリフォルニア州、テキサ

ス州、ジョージア州、ニューヨーク州、ミシガン州）を所

有しております。以前は、いくつかの大型国際法律事務

所で経験を積み、そして31年前に自身の法律事務所

を立ち上げました。 

　ジェームズ・イベート弁護士は京都大学で研修。複

数州の弁護士資格（カリフォルニア州、テキサス州、ジ

ョージア州、ネバダ州、アラバマ州、ミシガン州）を所

有の上、カリフォルニア州公認会計士も取得している

という、米国でも数少ない貴重な弁護士で

す。このユニークな弁護士と公認会計士の

スキルの組み合わせは、企業様のビジネス

訴訟で良い結果を出すことに貢献してまい

りました。 

　日系企業ビジネスに関して、リスクマネ

ージメントやガイダンスも含めてサポート

可能で御座います。約11年前にDJAに入会

し、テキサスサテライトオフィス（予約制）を

開設しました。ダラス、ヒューストン、オース

ティン、マッカレンなど、テキサス州全域に

日系のクライアント様がいらっしゃいます。

メインオフィスはカリフォルニア州アーバイ

ンにあります。約4年前にはジョージア州サ

テライトオフィスも開設致しました（予約のみ）。 

　弊社のウェブサイトに無料で多くの情報をご提供し

ております。ご一読頂けますと幸いです。

www.JapanUSLaw.com 

 何か弊法律事務所でお手伝いできる事がありました

ら、お気軽にお問い合わせください。今後とも何卒宜し

くお願い申し上げます。

▲ 北川  リサ  美智子  弁護士 ▲ ジェームス R. イベート  弁護士


